
防衛大学校達第３号

本科学生の体力測定に関する達を次のように定める。

昭和５３年５月３０日

防衛大学校長 猪 木 正 道

本科学生の体力測定に関する達

改正 昭和57年７月26日防衛大学校達第３号 平成16年３月２日防衛大学校達第２号

改正 平成25年３月１日防衛大学校達第１号

（目的）

この達は、防衛大学校における本科学生（以下「学生」という ）の体力第１条 。

測定に関し必要な事項を定め、もつて学生の体力現況を把握し、かつ、体力の向

上に資することを目的とする。

（時期）

体力測定は、次の各号に掲げる時期に実施するものとする。第２条

(1) 教育課程 各学年ごとに後期の指定した時期

(2) 訓練課程 第１学年及び第４学年にあっては春季定期訓練時

（種目）

体力測定の種目は、次の各号に掲げるとおりとする。第３条

(1) 50メートル走

(2) 1500メートル走（男子 、1000メートル走（女子））

(3) 立幅跳び

(4) ソフトボール投げ

(5) 懸垂腕屈伸（男子 、斜懸垂腕屈伸（女子））

２ 訓練部長は、第４学年に限り、陸・海・空の各要員別に、第２条に定める時期

以外前項に規定する種目以外の種目を実施することができる。

（実施責任者）

教務部長は、教育課程の体力測定を実施するものとする。第４条



２ 訓練部長は、訓練課程の体力測定を実施するとともに、体力測定に関する調整

及び事務処理に当たるものとする。

（種目別評価基準）

体力測定の種目別評価基準は、別表第１のとおりとする。第５条

（級区分）

体力測定の級区分は、別表第２のとおりとする。第６条

（到達基準）

体力測定において到達すべき最低基準は、別表第３のとおりとする。第７条

（未測定学生の取扱い）

実施責任者は、第２条に規定する時期に体力測定を受けることができなか第８条

つた学生に対し、別に時期を定めて測定を実施するものとする。

（到達基準に達しない学生の取扱い）

実施責任者は、到達基準に達しない学生に対し注意を喚起するとともに、第９条

体力錬成に関し所要の指導を行い、到達基準以上に達するよう努めさせるものと

する。

２ 実施責任者は、到達基準に達しない学生に対し、体力測定の再測定を行うこと

ができる。

（記録の保管）

訓練部長は、学生の個人別体力測定結果を記録し、保管するものとする。第10条

（報告）

訓練部長は、教務部長と調整し、当該年度の体力測定結果を防衛大学校長第11条

に報告するものとする。

２ 訓練部長は、前項の規定により報告する場合には、当該学年末において、最低

基準に到達しない学生に関する資料及び所要の意見を付すものとする。

（委任規定）

この達の実施に関し必要な事項は、訓練部長が教務部長と調整して定める第12条

ものとする。

附 則

この達は、昭和53年５月30日から施行する。

（昭和57年７月26日防衛大学校達第３号）附 則

この達は、昭和57年７月26日から施行する。

（平成16年３月２日防衛大学校達第２号）附 則



この達は、平成16年３月２日から施行する。

（平成25年３月１日防衛大学校達第１号）附 則

この達は、昭和25年４月１日から施行する。



（ 第 ５ 条 関 係 ）別 表 第 １



（第６条関係）別表第２

級 区 分 表

級 合 計

級 合計点 最低点

１ 75 以 上 ６

２ 68 ～ 74 ６

３ 61 ～ 67 ６

４ 54 ～ 60 ６

５ 47 ～ 53 ６

６ 40 ～ 46 ４

７ 33 ～ 39 ２

８ 26 ～ 32 １

９ 19 ～ 25 １

１０ 18 以 下 ０

（第７条関係）別表第３

到 達 基 準 表

学 年 級

４学年 ５

３学年 ６

２学年 ７

１学年 ８

入校時 ９


	S530530　本科学生の体力測定に関する達.pdf
	別表第１
	別表第２・別表第３

